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ＩＣＴ支援員業務委託に係るプロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

本実施要領は，館山市（以下「発注者」という。）が，「ＩＣＴ支援員業務委託」の受注

者を公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定し契約を行うた

め，必要な手続き等について必要な事項を定めるものである。 

 

２．事業の概要 

（１）事 業 名 称  ＩＣＴ支援員業務委託 

（２）業 務 内 容  ＩＣＴ支援員業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり。 

（３）業 務 期 間  令和３年４月１日から令和５年３月３１日（２年間） 

（４）提案上限額  金４６，１７３，６００円（２年総額） 

※上限額には消費税及び地方消費税を含む。 

※この金額は企画提案内容の規模を示すものであり，契約時の予定価 

格を示すものではないことに留意すること。また，見積額が上記提

案上限額を超えてはならない。 

  

３．参加資格 

参加者は，以下の要件をすべて満たす者とする。 

なお，参加者が，契約締結までの間に，以下の要件の１以上を満たさなくなった場合は，

その参加資格を失うものとする。 

（１）公告日現在，館山市入札参加適格者名簿に登載されている者又は登録を予定している

者 

   ※なお，当該名簿に未登載の者にあっては，以下の書類を提出し，本市担当者の確認

を受けることによって，当該名簿への登載に代えることができる。（審査の結果，優

先交渉権者として契約予定者となった場合には，当該名簿への登載手続きを行うこ

と。） 

    ① 法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

    ② 印鑑証明書 

    ③ 納税証明書（国税） 

※法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３） 

    ④ 納税証明書（千葉県税） 

      ※千葉県内に事業所を有する場合，千葉県税の完納証明書（納税証明書その２） 

    ⑤ 市税完納証明書（館山市に納税義務がある場合） 

    ⑥ 財務諸表 

（２）館山市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受けていない者 

（３）館山市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に定める暴力団排除措置要件に該当しない

者 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者のほか，次のいずれにも該当

しない者 
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ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

イ 対象業務の入札日前６ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で，同法に基づく

裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で，同法に基づく

裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

（５）過去５年以内に自治体が発注する同種（小中学校のＩＣＴ支援員業務）の業務実績を

有すること 

（６）過去５年以内にＯＳメーカー等が発注する講師派遣事務局の業務実績を有すること 

（７）当該業務従事者にＩＣＴ支援員能力認定試験に合格している者を最低１名配置できる

者 

 

４．業者選定スケジュール 

業者選定等に関するスケジュールは次のとおりとする。 

内  容 期  日 

事業告示 令和３年 １月 ８日（金） 

質問受付期限 令和３年 １月１５日（金） 

質問回答 随時，館山市ホームページで公開 

書類提出期限 令和３年 ２月 ４日（木）１７：００必着 

プレゼンテーション審査 令和３年 ２月 ９日（火） 

業者決定通知 令和３年 ２月１２日（金） 

 

５．事業の告示・実施要領等交付 

本プロポーザルに係る事業告示日から，実施要領等資料を下記のとおり交付する。 

（１）交付資料 

  ① ＩＣＴ支援員業務委託に係るプロポーザル実施要領 

  ② ＩＣＴ支援員業務委託に係るプロポーザル様式 

  ③ ＩＣＴ支援員業務委託仕様書 

（２）交付方法 

館山市公式ホームページ内「しごと・産業情報/入札・契約/プロポーザル」からダウン

ロードすること。【ＵＲＬ】http://www.city.tateyama.chiba.jp/ 

 

６．参加の方法 

 プロポーザルに参加を希望する事業者は，必要書類を期限までに提出の上，プレゼンテ

ーション審査に参加すること。 

（１）提出書類 

  ① 参加申請書（様式第１号） １部 

  ② 会社概要書（様式第２号） １部 

  ③ 企画提案書（様式任意） 正本１部，副本１０部 

    以下の内容は必ず考慮して作成すること。 
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     ・Ａ４で作成すること。ただし，図等はＡ３を折り込んでも可。 

     ・文字サイズは１０．５ポイント以上とし，専門的な知識を有しない者でも理解

できるよう表現すること。 

     ・表紙，目次を除く各ページにページ番号を記載すること。 

     ・公平性，透明性を確保するため，企画提案書（副本）には社名等事業者が特定

できる情報を記載しないこと。  

  ④ 見積書（様式任意） １部 

事業者名，代表者名，住所を記載し，押印すること。なお，消費税を含む総額を表

示すること。 

（２）提出方法等 

①提出方法  持参又は書留郵便等（提出期限必着） 

②提出期限  令和３年２月４日（木）１７：００必着 

③提出場所  〒２９４－８６０１  館山市北条１１４５番地の１ 

館山市教育委員会 教育部 教育総務課（館山市役所本館３階）  

TEL 0470-22-3694   FAX 0470-25-5605 

E-mail  kyousoumu@city.tateyama.chiba.jp  

 

７．質問について 

本プロポーザルの内容に関する質問は，次のとおり書面の提出によってのみ受け付ける。 

（１）提出方法：質問書（様式第３号）に質問事項を記入し，持参，郵送，ファックス又は

電子メール添付により提出すること。（持参以外は送付後電話連絡するこ

と。） 

（２）提出場所：６（２）③に同じ。 

（３）提出期限：令和３年１月１５日（金） 

（４）回答方法：質問に対する回答は，館山市ホームページにより随時公表する。なお，個

別回答は行わない。また，説明会は開催しない。 

 

８．審査方法について 

提出書類等の審査を厳正かつ公正に行うため，ＩＣＴ支援員業務委託プロポーザル審査

委員会を設置し，審査を行う。提出された企画提案書による書類審査，見積金額及びプレ

ゼンテーション審査の総合的な評価により候補者を選定する。 

（１）書類審査 

提出された申請書等により参加資格を確認し，参加資格を満たす事業者のみプレゼンテ

ーション審査を行う。 

（２）プレゼンテーション審査 

①企画提案書について説明を行う（提案説明２０分以内，質疑応答１０分程度）。 

②出席者は合計３名以内とし，必ず業務を受託した場合の担当責任者を出席させること。 

③必要な機器等は各事業者が用意すること。ただし，プロジェクター及びスクリーンは

本市で用意する。 

  ④プレゼンテーション審査は書類の提出順に行うこととし，提案者は審査委員に社名等
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を伏せた説明を行うこと。 

（３）日時及び会場 

①開催日時：令和３年２月９日（火） 

②開催場所：館山市コミュニティセンター ２階第２学習室 

※詳細は参加資格を満たす事業者に別途通知する。 

（４）審査評価基準 

   別紙「審査評価基準表」を参照のこと。 

（５）審査結果について 

審査結果は，プレゼンテーション審査に参加した全ての事業者に対し電子メールによ

り通知する。また，審査結果は館山市ホームページで公表する。 

 

９．契約の締結 

（１）優先交渉権者と業務の詳細を協議のうえ，契約を締結する。 

（地方自治法施行令第１６７条の２第２項による随意契約） 

（２）優先交渉権者に事故があり，契約締結が不可能となった場合又は優先交渉権者との協

議が整わない場合，優先交渉順位が次位の事業者を優先交渉権者とし，業務の詳細を協

議のうえ，契約を締結する。なお，優先交渉権者と契約が締結された場合，優先交渉順

位が次位の事業者へ速やかに連絡する。 

（３）契約に係る前払金の支払いは行わない。 

 

１０．その他 

（１）次のいずれかに該当する場合は，失格又は提出書類を無効とする。 

  ① 企画提案書等の必要書類の提出方法，提出場所，提出期限等に合致しない場合 

  ② 本要領の３の参加資格要件を満たしていないと判断される場合 

  ③ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  ④ 見積額が提案上限額を超えている場合 

  ⑤ その他，審査委員会が不適格と認めた場合 

（２）提出する書類等の作成，プレゼンテーション審査会等に係る経費は全て提案事業者の

負担とし，提出された書類は返却しない。ただし，本プロポーザルにかかる審査以外

に使用しないものとする。また，提出期限後における提出書類の差替え，再提出等は

認めない。 

（３）提出書類に記載した担当者は，病気・死亡等の極めて特別な事情を除き，変更するこ

とはできない。 

（４）企画提案書を提出後にプロポーザルへの参加を辞退するときは，書面（任意書式）に

より，その旨を届け出ること。なお，プレゼンテーション審査に無断で欠席した場合

はこのプロポーザルへの参加を辞退したものとみなす。 

（５）新型コロナウイルス感染症拡大等やむを得ない事情でプレゼンテーション審査に出席

できない場合は，発注者との協議のうえ，オンラインでのプレゼンテーションも可と

する。その場合は，書面（任意書式）により，その旨を届け出ること。ただし，オン

ラインでのプレゼンテーションの場合でも本要領の８に沿ったプレゼンテーションを



5 

行うこと。 

（６）提案事業者が１者であっても優先交渉権者の決定を行う。ただし，提案評価項目の点

数（１０５点）について，審査委員全員の平均点が６３点（平均的な内容）以上の場

合に限る。 

（７）既存の写真・イラスト等を使用する場合は，必ず提出承諾を得てから行うこと。 

（８）審査結果について異議申立ては認めない。 

 

１１．問合せ 

 〒２９４－８６０１  館山市北条１１４５番地の１ 

館山市教育委員会 教育部 教育総務課（館山市役所本館３階）  

  ＴＥＬ：０４７０－２２－３６９４ 

ＦＡＸ：０４７０－２５－５６０５ 

E-mail：kyousoumu@city.tateyama.chiba.jp 
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